
山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
六
号
　
　
令
和
三
年
七
月
二
十
一
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報

号
外
第
二
十
六
号

令
和
三
年

七
月
二
十
一
日

水　曜　日

目

次

条

例

○
山
梨
県
防
災
基
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

一

規

則

○
山
梨
県
養
蜂
振
興
法
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一

○
山
梨
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二

条
例
の
あ
ら
ま
し

○
　
山
梨
県
防
災
基
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
号
）
（
防
災
危
機
管
理
課
）

1
　
災
害
対
策
基
本
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
当
該
法
令
の
用
語
を
引
用
す
る
規
定
の
整
理
を
行
う
こ

と
と
し
た
。

2
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

条
　
　
　
例

山
梨
県
防
災
基
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 
郎

山
梨
県
条
例
第
四
十
号

山
梨
県
防
災
基
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
防
災
基
本
条
例
（
平
成
三
十
年
山
梨
県
条
例
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
第
二
項
中
「
勧
告
若
し
く
は
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

規
　
　
　
則

山
梨
県
規
則
第
三
十
五
号

山
梨
県
養
蜂
振
興
法
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

山
梨
県
養
蜂
振
興
法
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
養
蜂
振
興
法
施
行
細
則
等
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
次
に
掲
げ
る
規
則
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

一
　
山
梨
県
養
蜂
振
興
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
六
号
）
第
一
号
様
式
か
ら

第
三
号
様
式
ま
で

二
　
山
梨
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県

規
則
第
二
十
号
）
第
三
号
様
式
か
ら
第
五
号
様
式
ま
で

三
　
山
梨
県
療
育
手
帳
交
付
規
則
（
平
成
十
五
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
九
号
）
第
一
号
様
式
及
び
第

三
号
様
式
か
ら
第
五
号
様
式
ま
で

四
　
山
梨
県
精
神
科
病
院
に
入
院
中
の
任
意
入
院
者
の
症
状
等
の
報
告
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
平
成
十
八
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
八
号
）
別
記
様
式

（
山
梨
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
中
「氏

名　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印

」
を
「氏

名　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
か
ら
第
九
号
様
式
ま
で
及
び
第
十
一
号
様
式
か
ら
第
十
五
号
様
式
ま
で
の
規
定
中

「印

」
を
削
る
。

（
山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

改
正
）

第
三
条
　
山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
記
名
押
印
し
て
」
を
「
記
名
し
て
」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

第
四
号
様
式
中
「氏　　

　
名　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印	

」
を
「氏　　

　
名　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
、
「医

師
の
氏
名　　
　
　
　
　
　
　
　

印

」
を
「医

師
の
氏
名　　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
の
二
中
「氏　　

名　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印

」
を
「氏　　

名

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
の
三
中
「㊞

」
を
削
る
。

第
五
号
様
式
中
「氏　　

　
　

名　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印

」
を
「氏　　

　
　

名　



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
六
号
　
　
令
和
三
年
七
月
二
十
一
日

二

改
正
）

第
六
条
　
山
梨
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則

（
平
成
十
八
年
山
梨
県
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
の
四
中
「開

設
者　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印

」
を
「開

設
者

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
中
「名

称　　
　
　
　
　
　

印

」
を
「名

称

　
　
　
　
　
　
　
　
」
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
中
「名

称　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印

」
を
「名

称　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

第
七
号
様
式
か
ら
第
十
三
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）
　

1
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所

要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て

提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提

出
さ
れ
た
書
類
と
み
な
す
。

山
梨
県
規
則
第
三
十
六
号

山
梨
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

山
梨
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。
　
　
　
　
　

第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
を
削
る
。

別
表
の
第
一
の
一
の
1
の
㈢
中
「
設
置
費
」
の
下
に
「
（
法
第
四
条
第
二
項
の
避
難
所
に
つ
い
て

は
、
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
必
要
と
な
る
建
物
の
使
用
謝
金
、
光
熱
水
費

等
）
」
を
加
え
、
同
表
の
第
一
の
一
の
1
の
㈥
中
「
避
難
所
」
を
「
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
避
難

所
」
に
、
「
、
災
害
発
生
の
日
か
ら
七
日
以
内
」
を
「
災
害
発
生
の
日
か
ら
七
日
以
内
と
し
、
同
条
第

二
項
の
避
難
所
を
開
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
は
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
救
助
を
開
始
し

た
日
か
ら
災
害
が
発
生
し
な
か
つ
た
こ
と
が
判
明
し
、
か
つ
、
現
に
救
助
の
必
要
が
な
く
な
つ
た
日
ま

で
の
期
間
」
に
改
め
、
同
表
の
第
一
の
三
の
㈢
の
⑴
の
表
中
「
一
四
、
一
〇
〇
円
」
を
「
一
一
、
四
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
及
び
第
六
号
様
式
の
二
中
「㊞

」
を
削
る
。

第
七
号
様
式
中
「氏　　

　
　

名　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印

」
を
「氏　　

　
　

名　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

第
八
号
様
式
及
び
第
九
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

第
十
号
様
式
中
「氏　　

　
　

名　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印

」
を
「氏　　

　
　

名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

第
十
一
号
様
式
か
ら
第
十
三
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削
る
。

第
十
四
号
様
式
の
二
中
「氏　　

　
　

名　　
　
　
　
　
　
　
　
　

印

」
を
「氏　　

　
　

名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削
る
。

第
十
五
号
様
式
及
び
第
十
六
号
様
式
中
「氏　　

　
　

名　　
　
　
　
　
　
　
　
　

印

」
を
「氏

　
　
　
　

名　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
山
梨
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「氏　　

　
名　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印

」
を
「氏　　

　
名

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
に
、
「確

認
印

」
を
「確

認
欄

」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削
る
。

第
三
号
様
式
中
「印

」
及
び
「㊞

」
を
削
る
。

第
六
号
様
式
中
「氏　　

　
名　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印
」
を
「氏　　

　
名　　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
、
「市

町
村
長　　
　
　
　
　
　
　
　
　

印
」
を
「市

町
村
長

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
」
に
改
め
る
。

第
七
号
様
式
、
第
十
一
号
様
式
及
び
第
十
二
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
十
三
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

第
十
四
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
十
五
号
様
式
か
ら
第
十
八
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削
る
。

第
十
九
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

（
山
梨
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条
　
山
梨
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
号
様
式
中
「医

師
氏
名　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印

」
を
「医

師
氏
名

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
」
に
、
「歯

科
医
師
名　　
　
　
　
　
　
　
　

印

」
を
「歯

科
医
師
名

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
」
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

（
山
梨
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
の
一
部



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
六
号
　
　
令
和
三
年
七
月
二
十
一
日

三

〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
第
一
の
六
の
㈢
中
「
一
箇
月
以
内
」
を
「
三
箇
月
以
内
（
災
害
対
策
基
本
法

（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
災
害
対
策
本

部
、
同
法
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
非
常
災
害
対
策
本
部
又
は
同
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
緊
急
災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
災
害
に
あ
つ
て
は
、
六
箇
月
以
内
）
」
に
改
め
、
同

表
の
第
一
の
十
三
の
㈠
の
⑴
中
「
被
災
者
」
の
下
に
「
（
法
第
四
条
第
二
項
の
救
助
に
あ
つ
て
は
、
避

難
者
）
」
を
加
え
、
同
表
の
第
二
の
㈠
の
1
中
「
二
万
五
千
二
百
円
」
を
「
二
万
五
千
三
百
円
」
に
、

「
一
万
六
千
三
百
円
」
を
「
一
万
六
千
四
百
円
」
に
、
「
一
万
七
千
円
」
を
「
一
万
六
千
五
百
円
」

に
、
「
二
万
五
千
四
百
円
」
を
「
二
万
五
千
七
百
円
」
に
、
「
二
万
六
千
二
百
円
」
を
「
二
万
六
千
五

百
円
」
に
、
「
二
万
四
千
二
百
円
」
を
「
二
万
四
千
九
百
円
」
に
改
め
る
。

第
十
四
号
様
式
か
ら
第
三
十
五
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
六
号
　
　
令
和
三
年
七
月
二
十
一
日

四


